
第
二
百
十
一
回

国

会

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
七
号

令
和
五
年
六
月
二
十
日（
火
曜
日
）

午
前
十
時
開
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

委
員
の
異
動

六
月
十
五
日

辞
任

補
欠
選
任

永
井

学
君

野
上
浩
太
郎
君

山
本
佐
知
子
君

岡
田

直
樹
君

井
上

哲
士
君

小
池

晃
君

六
月
十
九
日

辞
任

補
欠
選
任

岡
田

直
樹
君

古
庄

玄
知
君

野
上
浩
太
郎
君

田
中

昌
史
君

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

委
員
長

酒
井

庸
行
君

理

事

浅
尾
慶
一
郎
君

大
家

敏
志
君

西
田

昌
司
君

横
沢

高
徳
君

上
田

勇
君

委

員

古
庄

玄
知
君

佐
藤

信
秋
君

白
坂

亜
紀
君

田
中

昌
史
君

馬
場

成
志
君

藤
川

政
人
君

古
川

俊
治
君

宮
沢

洋
一
君

宮
本

周
司
君

勝
部

賢
志
君

柴

愼
一
君

秋
野

公
造
君

横
山

信
一
君

浅
田

均
君

梅
村

聡
君

大
塚

耕
平
君

小
池

晃
君

神
谷

宗
幣
君

堂
込
麻
紀
子
君

衆
議
院
議
員財

務
金
融
委
員
長

代
理

坂
井

学
君

財
務
金
融
委
員
長

代
理

山
本
と
も
ひ
ろ
君

財
務
金
融
委
員
長

代
理

金
子

恵
美
君

財
務
金
融
委
員
長

代
理

岩
谷

良
平
君

財
務
金
融
委
員
長

代
理

稲
津

ボ
君

財
務
金
融
委
員
長

代
理

浅
野

哲
君

国
務
大
臣

国
務
大
臣

（
内
閣
府
特
命
担

当
大
臣（
金
融
））

鈴
木

俊
一
君

事
務
局
側

常
任
委
員
会
専
門

員

小
松

康
志
君

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係

る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案（
衆
議
院
提
出
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
た
だ
い
ま
か
ら
財
政
金
融
委

員
会
を
開
会
を
い
た
し
ま
す
。

委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
日
ま
で
に
、
永
井
学
君
、
山
本
佐
知
子
君
及
び
井
上

哲
士
君
が
委
員
を
辞
任
さ
れ
、
そ
の
補
欠
と
し
て
小
池
晃

君
、
田
中
昌
史
君
及
び
古
庄
玄
知
君
が
選
任
を
さ
れ
ま
し

た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る

た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
提
出
者
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
長
代
理
坂
井
学

君
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
坂
井
学
君
。

○
衆
議
院
議
員（
坂
井
学
君
）
坂
井
学
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
、
大
変
厳
し
い
環
境
の
中
、
こ
の
法
案
を
こ
う
い

う
形
で
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
、
委
員
長

を
始
め
関
係
者
の
皆
様
方
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。
本
当
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
日

は
、
こ
の
議
法
を
準
備
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
議
連
の
各

会
派
の
先
生
方
と
と
も
に
参
上
つ
か
ま
つ
っ
た
と
こ
ろ
で

ご
ざ
い
ま
す
。

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
こ
の
法
律
案
、
提
案
の

趣
旨
及
び
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
を
申
し
上
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。

民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係

る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
は
、
人
口
の
減
少
、
高
齢

化
の
進
展
等
の
経
済
社
会
情
勢
の
急
速
な
変
化
が
見
込
ま

れ
る
中
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
対
応
す
る
こ
と
が
困

難
な
社
会
の
諸
課
題
の
解
決
の
た
め
、
休
眠
預
金
等
に
係

る
資
金
を
、
預
金
者
等
の
利
益
を
保
護
し
つ
つ
、
民
間
公

益
活
動
の
促
進
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
生
活
の

安
定
向
上
及
び
社
会
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年

に
議
員
立
法
に
よ
り
制
定
さ
れ
、
平
成
三
十
年
の
全
面
施

行
後
、
検
討
の
目
途
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
五
年
が
経

過
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
休
眠
預
金
等
活
用
制
度
に
関
す
る
取
組

は
、
全
国
各
地
に
お
い
て
着
実
に
進
め
ら
れ
、
コ
ロ
ナ
禍

や
物
価
高
と
い
っ
た
社
会
経
済
の
変
化
に
も
柔
軟
に
対
応

し
、
社
会
課
題
の
解
決
及
び
そ
れ
に
向
け
た
自
律
的
か
つ

持
続
的
な
仕
組
み
の
構
築
に
所
期
の
成
果
を
上
げ
て
ま
い

り
ま
し
た
。

他
方
で
、
民
間
公
益
活
動
の
担
い
手
の
組
織
基
盤
等
の

一
層
の
強
化
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
国
内
に
お
け

る
外
国
人
と
の
共
生
社
会
実
現
等
の
促
進
や
、
社
会
的
課

題
解
決
と
経
済
成
長
の
双
方
を
追
求
す
る
社
会
的
起
業
家

の
支
援
等
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
、
民
間
公
益
活

動
を
一
層
促
進
す
る
た
め
、
目
的
規
定
等
を
改
正
す
る
と

と
も
に
、
非
資
金
的
支
援
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
行
う

ほ
か
、
指
定
活
用
団
体
か
ら
資
金
分
配
団
体
へ
の
出
資
を

可
能
と
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

以
下
、
そ
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
い
た
し
ま

す
。第

一
に
、
目
的
規
定
に
民
間
公
益
活
動
の
自
立
し
た
担

い
手
の
育
成
等
を
図
る
こ
と
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
休

眠
預
金
等
交
付
金
に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
基
本
理

念
の
規
定
に
お
け
る
経
済
社
会
情
勢
の
急
速
な
変
化
の
例

示
と
し
て
、
国
際
化
の
進
展
を
明
記
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
。

第
二
に
、
資
金
分
配
団
体
の
定
義
に
、
実
行
団
体
に
対

し
助
成
等
に
付
随
す
る
助
言
又
は
派
遣
を
行
う
こ
と
を
明

記
す
る
と
と
も
に
、
指
定
活
用
団
体
か
ら
休
眠
預
金
等
交

付
金
に
係
る
資
金
を
原
資
と
す
る
助
成
等
を
受
け
る
団
体

と
し
て
、
専
ら
助
言
又
は
派
遣
を
行
う
活
動
支
援
団
体
を

創
設
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
指
定
活
用
団
体
の
業
務
と
し
て
、
資
金
分
配

団
体
に
対
し
出
資
を
行
う
こ
と
等
を
追
加
す
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
指
定
活
用
団
体
が
休
眠
預
金
等
交
付
金
を
人

件
費
そ
の
他
の
事
務
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
こ
と
が
で

き
る
特
例
措
置
の
期
限
を
、
五
年
間
延
長
す
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

第
五
に
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布

（
第

五

部
）

一

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
七
号

令
和
五
年
六
月
二
十
日
【
参
議
院
】

（
二
九
七
）



の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、

改
正
後
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
、
施
行
状
況
等
を
勘
案

を
し
て
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要

な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
本
法
律
案
の
提
案
の
趣
旨
及
び
主
な
内
容
で

あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
以
上
で
趣
旨
説
明
の
聴
取
は

終
わ
り
ま
し
た
。

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。
─
─
別
に
御
発
言
も
な

い
よ
う
で
す
か
ら
、
こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。
─
─

別
に
御
意
見
も
な
い
よ
う
で
す
か
ら
、
こ
れ
よ
り
直
ち
に

採
決
に
入
り
ま
す
。

民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係

る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
に
賛
成
の
方
の
挙
手
を
願
い
ま
す
。

〔
賛
成
者
挙
手
〕

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
全
会
一
致
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
審
査
報
告
書
の
作
成
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ

を
委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議

ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
酒
井
庸
行
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
を
い
た
し
ま
す
。

本
日
は
こ
れ
に
て
散
会
を
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
時
五
分
散
会

─
─
─
─
・
─
─
─
─

六
月
十
五
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
所
得
税
法
第
五
十
六
条
の
廃
止
を
求
め
る
こ
と
に

関
す
る
請
願（
第
二
四
六
七
号
）

一
、
消
費
税
率
を
五
％
に
引
き
下
げ
、
複
数
税
率
・
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
の
即
時
廃
止
を
求
め
る
こ
と
に
関
す

る
請
願（
第
二
四
六
八
号
）

一
、
納
税
者
の
権
利
擁
護
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請

願（
第
二
四
六
九
号
）

一
、
消
費
税
率
五
％
へ
の
引
下
げ
に
関
す
る
請
願（
第

二
四
七
〇
号
）

一
、
平
和
、
命
、
暮
ら
し
を
壊
す
大
軍
拡
に
よ
る
大
増

税
に
反
対
す
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
四
七
一

号
）（
第
二
四
七
二
号
）（
第
二
四
七
三
号
）（
第
二
四
七

四
号
）（
第
二
四
七
五
号
）（
第
二
四
七
六
号
）（
第
二
四

七
七
号
）（
第
二
四
七
八
号
）（
第
二
四
七
九
号
）（
第
二

四
八
〇
号
）（
第
二
四
八
一
号
）

一
、
生
理
用
品
の
消
費
税
を
非
課
税
と
す
る
こ
と
に
関

す
る
請
願（
第
二
四
八
二
号
）

一
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
の
延
期
又
は
中
止
に
関

す
る
請
願（
第
二
四
八
三
号
）（
第
二
五
五
一
号
）（
第

二
五
七
七
号
）（
第
二
五
七
八
号
）（
第
二
五
七
九
号
）

（
第
二
五
八
〇
号
）（
第
二
五
八
一
号
）（
第
二
五
八
二

号
）（
第
二
五
八
三
号
）（
第
二
五
八
四
号
）（
第
二
五
八

五
号
）（
第
二
五
八
六
号
）（
第
二
五
八
七
号
）（
第
二
六

四
七
号
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

二

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
七
号

令
和
五
年
六
月
二
十
日
【
参
議
院
】



─
─
─
─
・
─
─
─
─

六
月
十
九
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等

に
係
る
資
金
の
活
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案（
衆
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

三

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
七
号

令
和
五
年
六
月
二
十
日
【
参
議
院
】



四

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
七
号

令
和
五
年
六
月
二
十
日
【
参
議
院
】



─
─
─
─
・
─
─
─
─

六
月
十
九
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
所
得
税
法
第
五
十
六
条
の
廃
止
を
求
め
る
こ
と
に

関
す
る
請
願（
第
二
七
〇
五
号
）

一
、
消
費
税
率
を
五
％
に
引
き
下
げ
、
複
数
税
率
・
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
の
即
時
廃
止
を
求
め
る
こ
と
に
関
す

る
請
願（
第
二
七
〇
六
号
）

一
、
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
実
施
中
止
を
求
め
る

こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
七
〇
七
号
）

一
、
納
税
者
の
権
利
擁
護
を
求
め
る
こ
と
に
関
す
る
請

願（
第
二
七
〇
八
号
）

一
、
平
和
、
命
、
暮
ら
し
を
壊
す
大
軍
拡
に
よ
る
大
増

税
に
反
対
す
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
七
〇
九

号
）（
第
二
七
一
〇
号
）

一
、
生
理
用
品
の
消
費
税
を
非
課
税
と
す
る
こ
と
に
関

す
る
請
願（
第
二
七
一
一
号
）

一
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
の
延
期
又
は
中
止
に
関

す
る
請
願（
第
二
七
一
二
号
）

一
、
所
得
税
法
第
五
十
六
条
の
廃
止
を
求
め
る
こ
と
に

関
す
る
請
願（
第
二
七
九
七
号
）

一
、
消
費
税
率
を
五
％
に
引
き
下
げ
、
複
数
税
率
・
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
の
即
時
廃
止
を
求
め
る
こ
と
に
関
す

る
請
願（
第
二
七
九
八
号
）（
第
二
七
九
九
号
）

一
、
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
実
施
中
止
を
求
め
る

こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
八
〇
〇
号
）（
第
二
八
〇

一
号
）

一
、
平
和
、
命
、
暮
ら
し
を
壊
す
大
軍
拡
に
よ
る
大
増

税
に
反
対
す
る
こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
八
〇
二

号
）

一
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
の
延
期
又
は
中
止
に
関

す
る
請
願（
第
二
八
〇
三
号
）（
第
二
八
〇
四
号
）（
第

二
八
〇
五
号
）

一
、
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
実
施
中
止
を
求
め
る

こ
と
に
関
す
る
請
願（
第
二
八
四
六
号
）

一
、
所
得
税
法
第
五
十
六
条
の
廃
止
を
求
め
る
こ
と
に

関
す
る
請
願（
第
二
八
五
六
号
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

五

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
七
号

令
和
五
年
六
月
二
十
日
【
参
議
院
】



六

第
五
部

財
政
金
融
委
員
会
会
議
録
第
十
七
号

令
和
五
年
六
月
二
十
日
【
参
議
院
】

令
和
五
年
九
月
五
日
作
成

参
議
院
事
務
局

作
成
者

東
京
法
令
出
版
株
式
会
社


